
 
 

意見書第 ４８ 号 

 

性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書 

 

 次のとおり意見書を提出するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９ 

条の規定により議会の議決を求めます。 

 

 令和７年(2025年)３月２１日提出 

 

提出者 枚方市議会議員  鍜治谷 知 宏 

広 瀬 ひとみ 

野 村 生 代 

長 友 克 由 

門 川 紘 幸 

泉   大 介 

千 葉 雅 民 

藤 田 幸 久 

 

 

 

 

〈提案理由〉 

性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求めるため。 



 

性犯罪の再犯防止の取組への支援の強化を求める意見書 

 

性犯罪をした者に対して、矯正施設等において再犯防止プログラム等が実施されて

いますが、出所後も地域社会において継続して支援を行うことが重要です。 

令和５年３月、法務省が自治体向けに「性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライ

ン～再犯防止プログラムの活用～」を策定したことにより、このガイドラインを踏ま

えて、都道府県等が主体となって性犯罪の再犯防止に取り組むことが期待されていま

す。 

性犯罪をした者の出所後の住所等については、都道府県等が、法務省から情報提供

を受けて把握できるといった仕組みはないため、実際に当事者に対して直接再犯防止

の取組を行うことが困難です。そこで、一部の都道府県では、子どもに対して性犯罪

をした者に、矯正施設等を出所する際に住所等の届出を求める条例を制定し、当該届

出情報を基に、カウンセリングなどの再犯防止・社会復帰支援を行っていますが、こ

うした届出の仕組みがなくとも、各自治体が性犯罪再犯防止の取組を効果的に進める

ためには、国、自治体、関係機関等の連携や、性犯罪をした者に係る情報の共有が極

めて重要であり、国からのより一層の支援が不可欠です。 

よって、政府は、下記の措置を講じるよう強く求めます。 

記 

１．性犯罪をした者に対し、矯正施設等を出所した後も自治体による再犯防止プログ

ラム等を受ける意義について啓発を図ること。 

２．再犯防止プログラム等への参加につなげるため、性犯罪をした者が矯正施設等を

出所する際に、当事者の住所等を任意で国に届け出る仕組みをつくり、届出情報を

自治体に提供すること。 

３．自治体では、性犯罪の再犯防止に必要な知識や技術を十分に有していないことか

ら、再犯防止に係る人材の育成について支援すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

                    枚方市議会議長  丹 生 真 人 

 

 〈提 出 先〉 

  内閣総理大臣       法 務 大 臣       厚生労働大臣 



 
 

意見書第 ４９ 号 

 

若者の政治参加を促進するための抜本的改革を求める意見書 

 

 次のとおり意見書を提出するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９ 

条の規定により議会の議決を求めます。 

 

 令和７年(2025年)３月２１日提出 

 

提出者 枚方市議会議員  鍜治谷 知 宏 

広 瀬 ひとみ 

野 村 生 代 

長 友 克 由 

門 川 紘 幸 

泉   大 介 

千 葉 雅 民 

藤 田 幸 久 

 

 

 

 

〈提案理由〉 

若者の政治参加を促進するための抜本的改革を求めるため。 



 
 

若者の政治参加を促進するための抜本的改革を求める意見書 

 

 我が国の被選挙権年齢は、公職選挙法により衆議院・地方議会議員については満２

５歳以上、参議院議員については満３０歳以上と規定されています。最高裁判所にお

いては、被選挙権は選挙権と表裏一体の関係にある重要な権利であり、特に立候補の

自由については、「憲法第１５条１項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲

法の保障する重要な権利である」との見解が示されています。 

 我が国では、成人年齢及び選挙権年齢である満１８歳になると、親の同意を要する

ことなく会社を設立して代表取締役に就任することが可能であり、また、裁判員や検

察審査員として重大な刑事事件等にも関与することができるにもかかわらず、被選挙

権年齢は満２５歳以上、満３０歳以上となっています。 

 一方で、ＯＥＣＤ加盟国では、下院における被選挙権年齢を満１８歳以上としてい

る国は２３か国で６０.５％と最も多くなっており、日本の衆議院議員と同様に満２５

歳以上という国は５か国で１３.２％と少数派となっているのが現状です。また、選挙

権年齢と被選挙権年齢を１８歳以上に統一している国も半数を超えています。 

 加えて、全国町村議会議長会からは、近年、無投票や定数割れとなる議員選挙が増

加しており、このまま増加し続けると仮定した場合、次回の統一地方選挙までには、

全体の３分の１を超える３４.１％の議会における議員選挙が無投票選挙になる可能性

があるとの見解が示されており、地域の代表を選出する選挙を持続するためにも被選

挙権年齢引下げ等の対策が求められています。 

 よって、国会及び政府は、様々な権利が得られると同時に相応の義務を負うことに

なる成人年齢との均衡や、選挙権年齢と被選挙権年齢を一致させている国際的な潮流

を踏まえ、被選挙権年齢を満１８歳以上に引き下げるとともに、若者の政治参画を促

進するため、立候補時の年齢に応じた供託金の見直しや地方議会議員の報酬の在り方、

さらには、若者団体の活動継続に必要な支援の在り方等について、抜本的な改革を講

じるよう強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 令和  年  月  日 

                    枚方市議会議長  丹 生 真 人 

 〈提 出 先〉 

  衆 議 院 議 長       参 議 院 議 長       内閣総理大臣 

  総 務 大 臣 



 
 

意見書第 ５０ 号 

 

高額療養費制度における自己負担上限額引上げの見直しを求める意見書 

 

 次のとおり意見書を提出するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９ 

条の規定により議会の議決を求めます。 

 

 令和７年(2025年)３月２１日提出 

 

提出者 枚方市議会議員  広 瀬 ひとみ 

堤   幸 子 

松 岡 ちひろ 

三 和 智 之 

 

 

 

 

〈提案理由〉 

高額療養費制度における自己負担上限額引上げの見直しを求めるため。 



 
 

高額療養費制度における自己負担上限額引上げの見直しを求める意見書 

 

 医療費の過度な負担を減らすため、医療機関等の窓口における１か月当たりの自己

負担額に限度額を設ける高額療養費制度は、がんをはじめとする命に関わる疾患で治

療を受け、高額な医療費を支払っている患者とその家族にとっては、まさに命綱と言

える大切な制度です。 

 患者とその家族の負担を考えれば、制度の拡充を目指すべきものであるにもかかわ

らず、政府は、同制度を見直し、本年８月から、３回に分けて自己負担限度額を引き

上げることを決定しました。 

 また、同制度の見直しは、命に関わる問題であり、利用者の生活実態の調査や当事

者や患者団体等の意見の事前聴取といった適切な手続を経るべきものであるにもかか

わらず、今回の引上げは、当事者の意見を聴かず、短期間で拙速に決定されたもので

した。 

 患者団体をはじめ、がんや難病患者など、同制度を利用する当事者の方々からは、

生活が成り立たなくなる、治療の継続を断念しなければならなくなるといった悲痛な

声が数多く上げられてきました。 

 こうした中、３月７日、患者団体と面会をした石破首相は、高額療養費の引上げに

ついて、凍結を表明しました。今後、秋までに制度の見直し検討が進められることに

なりました。この間、多数回該当者についての軽減策なども見直し案として示されて

きましたが、全く十分な措置ではありません。また、自己負担限度額を引き上げれば、

セーフティーネットとしての同制度の役割が果たせなくなります。 

 よって、政府は、当事者、患者団体の意見を丁寧に聴き取り、当事者の方々の命と

暮らしが守られるよう、同制度における自己負担上限額の引上げを見直すよう強く求

めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

 

                    枚方市議会議長  丹 生 真 人 

 

 〈提 出 先〉 

  財 務 大 臣       厚 生 労 働 大 臣 



 
 

意見書第 ５１ 号 

 

最低賃金の引上げ及び中小企業等への支援策の拡充を求める意見書 

 

 次のとおり意見書を提出するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９ 

条の規定により議会の議決を求めます。 

 

 令和７年(2025年)３月２１日提出 

 

提出者 枚方市議会議員  広 瀬 ひとみ 

堤   幸 子 

松 岡 ちひろ 

三 和 智 之 

 

 

 

 

〈提案理由〉 

最低賃金の引上げ及び中小企業等への支援策の拡充を求めるため。 



 
 

最低賃金の引上げ及び中小企業等への支援策の拡充を求める意見書 

 

 物価高騰が市民生活を圧迫し、中小企業や小規模事業者（以下「中小企業等」とい

う。）に打撃を与え、地域経済を疲弊させています。また、最低賃金近傍で働くパー

トタイム労働者、派遣労働者、契約社員などの非正規雇用労働者やフリーランスなど

の弱い立場の労働者には、生活が破綻している者もおり、状況は深刻です。労働者の

暮らしを守り、我が国の経済を回復するためには、最低賃金の抜本的改善を行い、Ｇ

ＤＰの６割を占める個人消費を促進し、経済の好循環を生み出す必要があります。 

 ２０２４年度の地域別最低賃金は、最高額の東京都でも時給１,１６３円、大阪府で

時給１,１１４円、最も低い県では時給９５１円であり、毎日８時間働いても１４万円

から１７万円の月給となっており、最低賃金法第９条第３項に規定する労働者の健康

で文化的な生活を確保できません。企業においても、コロナ禍以降の業績不振に加え、

物価高で資金繰りが逼迫する中、税や社会保険料の滞納が原因となる倒産件数が過去

最多に上っており、その多くは、中小企業等となっています。時給１,５００円以上の

最低賃金を実現し、国民の生活改善、経済の好循環を実現するためにも、こうした中

小企業等に対して、大胆な財政出動を伴う支援を行う必要があります。 

 一方、我が国では、最低賃金が地域別に定められていることから、諸外国の最低賃

金との格差が拡大しているところですが、最低賃金は、当該地域における企業の賃金

支払い能力や経済状況を基に決められるため、最低賃金が地域別に定められている限

り、低い地域は低いままとなります。また、最低賃金が高い地域も、低い地域を考慮

して金額を決定するため、現行制度には構造的な欠陥があると言えます。 

 よって、国会及び政府は、下記の措置を講じるよう強く求めます。 

記 

１．最低賃金を直ちに時給１,５００円に引き上げ、さらに、時給１,７００円以上を

目指し、全国一律制度について検討を行うこと。 

２．中小企業等において最低賃金の引上げや経営の存続が可能となるよう、支援策を

抜本的に拡充、強化し、国民の生命と暮らしを守ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 令和  年  月  日 

                    枚方市議会議長  丹 生 真 人 

 〈提 出 先〉 

  衆 議 院 議 長       参 議 院 議 長       厚生労働大臣  



 
 

意見書第 ５２ 号 

 

陸上自衛隊祝園分屯地における火薬庫等の整備などに係る 

住民説明会の開催を求める意見書 

 

 次のとおり意見書を提出するにつき、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９９ 

条の規定により議会の議決を求めます。 

 

 令和７年(2025年)３月２１日提出 

 

提出者 枚方市議会議員  広 瀬 ひとみ 

堤   幸 子 

松 岡 ちひろ 

三 和 智 之 

 

 

 

 

〈提案理由〉 

陸上自衛隊祝園分屯地における火薬庫等の整備などに係る住民説明会の開催を求め

るため。 



 
 

陸上自衛隊祝園分屯地における火薬庫等の整備などに係る 

住民説明会の開催を求める意見書 

 

 １９３９年３月１日、本市の禁野火薬庫において砲弾解体中に引火が原因となる大

爆発が２９回も発生したことから、死者９４人、負傷者６０２人、家屋の全半壊及び

全半焼８２１戸、４,４００世帯以上が被災する大惨事となりました。その後、火薬庫

は、本市から精華町に移り、陸上自衛隊祝園分屯地の火薬庫となっています。 

 現在、我が国では、国家防衛戦略及び防衛力整備計画において、弾薬庫の増強が示

されており、これを踏まえ、祝園分屯地においては、火薬庫８棟及び倉庫等の整備に

着手しています。加えて、２０２５年度の国の予算案では、新たに火薬庫６棟を整備

するものとして、３棟の調査及び設計に係る経費、約１９７億円が計上されています。 

 一方、祝園分屯地所在地の精華町及び京田辺市をはじめ、周辺自治体の住民からは、

貯蔵量増加やミサイル保管に対する懸念の声や、不安定な国際情勢の下での報復攻撃

の危険性などを心配する声が上がり、１万人を超える人から住民説明会の開催が求め

られてきました。京田辺市に隣接する本市も祝園分屯地から１０キロ圏内に位置して

おり、無関係とは言えません。 

 また、２０２３年６月の精華町議会では、国に対して、住民説明会を開催し、火薬

庫等の整備に係る工事内容に加え、土質等の調査結果と今後の計画の説明を行うこと

を強く求める意見書を可決しており、今後の火薬庫等の整備の目的と内容、火薬等の

保管内容と保管形態、工事車両の輸送ルートと時間帯、万が一、事故が発生した場合

の住民の避難場所、火薬庫等完成後のミサイル等の輸送ルートなど、総合的な説明が

求められています。 

 よって、政府は、陸上自衛隊祝園分屯地における今後の火薬庫等の整備などに係る

住民説明会を速やかに開催するよう強く求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

 

                    枚方市議会議長  丹 生 真 人 

 

 〈提 出 先〉 

  防 衛 大 臣 


